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運転免許証更新の際の手続きが変更になってます！！
昨今、高齢者の運転による事故が多く報道されています。その対策として「免許の自主返納」につい
ては、広く知られています。今年の5月に道路交通法が改正され、高齢者の免許制度も改正され、高
齢者の運転免許にかかわる改正もありました。

75歳以上の場合、過去３年間に一定の違反歴がある場合は、『運転技能検査』→『認知機能検査』を
パスしてから『高齢者講習』を受けて免許が更新されます。一定の違反歴が無くても、『認知機能
検査』を受ける必要があります

サポートカー限定免許制度が新設されました！！
運転に不安を感じる方に対して、運転免許証の自主返納だけでなく、より安全なサポートカーに
限って運転を継続するという新たな選択肢を設ける趣旨の制度です。サポートカー限定免許は運転
免許更新時に合わせて行うことが可能です。サポートカーを購入する出費が嵩みますが、悲惨な交
通事故の加害者となること避けてくれる可能性が高まります。
※サポートカーとは衝突被害軽減ブレーキ等の安全運転支援装置を備えた普通自動車を言います。
※この免許では、サポートカー以外の自動車を運転することは、できません。
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